
２０２６年３月１日 

 

令和８年度 県立敷島公園運動施設 二次募集について 
 

群馬県立敷島公園 指定管理者 

敷島パークマネジメントＪＶ 

 

■利用調整会議後の二次募集について（一般利用者の受付及び申込み） 

 次年度予定の公開後（３月１日）より先着順にて受付を行います。 

 募集対象期間は施設によって異なりますので、以下をご確認ください。 

 

■募集対象期間 

施設名 募集対象期間 

正田醤油スタジアム群馬 ２０２６年４月１日から２０２６年７月３１日まで 

補助陸上競技場 ２０２６年４月１日から２０２６年７月３１日まで 

アースケア敷島 

サッカー・ラグビー場 

２０２６年４月１日から２０２６年７月３１日まで 

上毛新聞敷島球場 ２０２６年４月１日から２０２７年３月３１日まで 

（土日祝日は２０２６年７月３１日まで） 

システム・アルファ敷島

テニスコート 

２０２６年４月１日から２０２７年３月３１日まで 

（土日祝日は２０２６年７月３１日まで） 

※８月１日以降の募集開始は７月上旬ごろを予定しております。（日程が決まり次第 HPでお知らせします。） 

 

  

（１）通常利用の受付について                                            

令和８年度の使用希望について 

受付期間 ２０２６年３月１日より随時 

受付の条件 ・施設の管理と調整ができ、各公式大会に影響のない日程であること 

・駐車場の管理上で支障が無いこと 

・企画書の事前提出ができ、利用基準と調整ができること 

・施設利用上の連絡事項を遵守できること 

・利用希望日の 1か月以上前の相談であること 

使用決定 先着順で決定します。 

申込み方法 公園ホームページのお申込みフォームよりお申込みください。 

（https://shikishima-park.org/event/） 

備考 ※施設の利用基準に合致しない内容は、利用基準外となり自主事業としての

受付となります。 

申請者が県外団体の場合は県外料金（施設利用料×1.3）が発生。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）当ＪＶによる自主事業での受付について①                                            

令和８年度の使用希望について 

概 要 ・当ＪＶでは施設の多目的利用の促進のため、施設ごとの利用基準を満たさな

い利用内容について、自主事業として下記の運用にて施設利用の受付を行いま

す。 

受付期間 ２０２６年３月１日より随時 

受付の条件 ・施設の管理と調整ができ、各公式大会に影響のない日程であること 

・駐車場の管理上で支障が無いこと 

・企画書の事前提出ができ、利用基準と調整ができること 

・当ＪＶを共催として開催要項に明記すること 

・施設利用上の連絡事項を遵守できること 

・利用希望日の 1か月以上前の相談であること 

申込み方法 公園ホームページのお申込みフォームよりお申込みください。 

（https://shikishima-park.org/event/） 

申請者が県外団体の場合は県外料金（施設利用料×1.3）が発生。内容に応じて運営支援費が別途発生。 

 

（３）施設を活用した撮影利用の受付について                                            
 

令和８年度の使用希望について 

概 要 ・施設を活用した業としての撮影 

受付期間 ２０２６年３月１日より随時 

受付の条件 ・施設の管理と調整ができ、各公式大会に影響のない日程であること 

・企画書の事前提出ができ、利用基準と調整ができること 

・施設利用上の連絡事項を遵守できること 

・利用希望日の 1か月以上前の相談であること 

申込み方法 公園ホームページのお申込みフォームよりお申込みください。 

（https://shikishima-park.org/event/） 

目的外料金（施設利用料×2.0）＋ 撮影料金（行為許可料）が発生。 

申請者が県外団体の場合は県外料金（施設利用料×1.3）が発生。内容に応じて運営支援費が別途発生。 

 
（４）目的外利用の受付について                                            
 

令和８年度の使用希望について 

概 要 ・施設を活用したイベントなどの利用 

受付期間 ２０２６年３月１日より随時 

受付の条件 ・施設の管理と調整ができ、各公式大会に影響のない日程であること 

・企画書の事前提出ができ、利用基準と調整ができること 

・施設利用上の連絡事項を遵守できること 

・利用希望日の 1か月以上前の相談であること 

申込み方法 公園ホームページのお申込みフォームよりお申込みください。 

（https://shikishima-park.org/event/） 

目的外料金（施設利用料×2.0）が発生。 

申請者が県外団体の場合は県外料金（施設利用料×1.3）が発生。内容に応じて運営支援費が別途発生。 

 

■本件に関するお問い合わせ■ 

敷島公園管理事務所 電話 027-234-9338 
電話・受付窓口対応時間・：９時〜１６時 

 
 

 


